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公 告■

肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号。以下「法」という。）第１２条第２項の規定に

より、次のとおり肥料の登録有効期間を更新したので、法第１６条第１項の規定により公告する。

令和４年８月１２日

群馬県知事 山 本 一 太

肥料の 保証成分量 その他の 生産業者の
登録番号 肥料の名称 有効期限

種 類 （％） 規 格 名称及び住所

群馬県登録 炭酸カルシ ５３．０ 炭酸 アルカリ分 法第３条第 白石工業株式会社 令和１０年７
第１００１ ウム肥料 カルシウム肥料 ５３．０％ １項の規定 大阪府大阪市北区中之島 月３１日
号 による公定 二丁目２番７号

規格のとお
り

群馬県登録 消石灰 ６０．０ 消石 アルカリ分 該当なし 白石工業株式会社 令和１０年７
第１００２ 灰 ６０．０％ 大阪府大阪市北区中之島 月３１日
号 二丁目２番７号

群馬県登録 消石灰 ６５．０ 消石 アルカリ分 該当なし 白石工業株式会社 令和１０年８
第１０２１ 灰 ６５．０％ 大阪府大阪市北区中之島 月２８日
号 二丁目２番７号

群馬県登録 炭酸カルシ ５５．０ 炭酸 アルカリ分 法第３条第 白石工業株式会社 令和１０年８
第１０２２ ウム肥料 カルシウム肥料 ５５．０％ １項の規定 大阪府大阪市北区中之島 月２８日
号 による公定 二丁目２番７号

規格のとお
り

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

高崎都市計画土地区画整理事業の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同

法第２０条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。

令和４年８月１２日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 高崎都市計画土地区画整理事業 高崎複合産業団地（西）地区

２ 都市計画の変更年月日 令和４年７月１５日

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課及び高崎市都市整備部都市計画課

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和４年８月１２日

群馬県知事 山 本 一 太
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番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡板倉町大字下五箇字上五箇１７４１－３、１ 邑楽郡板倉町大字下五箇１７４７番地
７４３－４、１７４３－５、１７４５－３、１７４ 株式会社小池鉄工 代表取締役 小池和敏
７、１７４７地先道路及び堤塘敷の各一部、１７４
７－２、１７５３－２、１７５４－１、１７５４－
２、１７５４－４

２ 佐波郡玉村町大字上之手２０８５－１、２０８５－ 東京都千代田区二番町８番地８
２ 株式会社セブン－イレブン・ジャパン 代表取

締役 永松文彦

３ 佐波郡玉村町大字上茂木７４２－３ 佐波郡玉村町大字下新田５７３番地３
塚田淳史

４ 佐波郡玉村町大字樋越３８０－７ 伊勢崎市連取町１７７６番地フェアリーテイル
２０２
深井慎平、深井知春
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業
管
理
規
程
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馬
県
企
業
局
電
気
事
業
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
四
年
八
月
十
二
日

群
馬
県
企
業
管
理
者

中

島

啓

介

群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
十
四
号

群
馬
県
企
業
局
電
気
事
業
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
企
業
局
電
気
事
業
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
の
表
電
気
主
任
技
術
者
の
項
中
「
電
気
保
安
監
」
の
下
に
「
、
室
長
」
を
加
え
、

「

水
力
発
電
所
（
高
さ
十
五
メ
ー

ト
ル
以
上
の
ダ
ム
又
は
圧
力
三

百
九
十
二
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上

所
長
、
次
長
、

同
表
ダ
ム
水
路
主
任
技
術
者
の
項
中

の
導
水
路
、
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
若

を

補
佐
又
は
係
長

し
く
は
放
水
路
を
有
す
る
も
の

（
相
俣
第
二
発
電
所
及
び
中
之

条
ダ
ム
発
電
所
を
除
く
。
）
）

」

「

課
長
、
室
長
、

県
庁

次
長
、
補
佐
又

は
係
長

水
力
発
電
所
（
高
さ
十
五
メ
ー

ト
ル
以
上
の
ダ
ム
又
は
圧
力
三

に
改
め
る
。

百
九
十
二
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上

所
長
、
次
長
、

の
導
水
路
、
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
若

補
佐
又
は
係
長

し
く
は
放
水
路
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す
る
も
の

（
相
俣
第
二
発
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所
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び
中
之

条
ダ
ム
発
電
所
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。
）
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」

「

発
電
課

主
任
技
術
者

（電
気
保
安
監

）

別
表
第
一
中

統
括
・
電
気

を

電
源
開
発
室

」

「

発
電
課

主
任
技
術
者

統
括
・
電
気

（霧
積
発
電
所
建
設
に
係
る
も
の
を
除
く

）

（電
気
保
安
監

）

主
任
技
術
者

（霧
積
発
電
所
の
設
置
の
工
事
に
係
る
ダ
ム
水
路

）

電
源
開
発
室

主
任
技
術
者

（霧
積
発
電
所
の
設
置
の
工
事
に
係
る
電
気

）

」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
八
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
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